
第１章 調 査 の 概 要 
 

 

１ 調 査 の 目 的 

 この調査は，地方教育行政機関の組織等の状況を明らかにして，国・地方を通じた教育

諸施策を検討・立案するための基礎資料を得ることを目的とする。 

 

 

２ 調査の実施期日 

 平成２９年５月１日現在 

 

 

３ 調 査 の 対 象 

 都道府県及び市町村（特別区，一部事務組合，共同設置及び広域連合を含む。以下

同じ。）の教育委員会 

 

教育委員会数（平成２９年５月１日現在） 

  

都道府県教育委員会                        ４７ 

 

市町村教育委員会                        １，８１１ 

市 教 育 委 員 会                  ７９１ 

特 別 区 教 育 委 員 会                   ２３ 

町 教 育 委 員 会                  ７４０ 

村 教 育 委 員 会                  １８２ 

一部事務組合教育委員会 （注１）              ７２ 

共同設置教育委員会 （注２）               １ 

広域連合教育委員会 （注３）               ２ 

 

（注１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項の規定に基づき，事務の一部を共同 

     処理するために設けられた一部事務組合において，当該組合が地方教育行政の組織及び運

     営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条に規定する事務を処理することから設置さ 

     れている教育委員会。 
（注２） 地方自治法第２５２条の７第１項の規定に基づき，普通地方公共団体が共同して設置する教

     育委員会。 

（注３） 地方自治法第２８４条第３項に基づき，事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理

     するために設けられた広域連合において，当該組合が地方教育行政の組織及び運営に関す

     る法律第２１条に規定する事務を処理することから設置されている教育委員会。 

 

４ 調 査 事 項 

１．教育委員会の類型 

２．教育委員の性別，年齢，職業，履歴及び報酬等 

３．教育長の性別，年齢，職業，履歴及び報酬等 

４．事務局の本務職員数 

 

 

５ 調 査 方 法 

１．調査系統 
                                                 
     文部科学大臣      都道府県教育委員会      市町村教育委員会 
                                                 
２．調査票等の配布及び提出 

  (1) 文部科学大臣は，調査系統に従って調査票を配布する。 

(2) 市町村教育委員会は，都道府県教育委員会の指定した期日までに調査票を都道

府県教育委員会に提出する。 

(3) 都道府県教育委員会は，市町村教育委員会から提出された調査票及び自ら作成

した調査票を平成２９年６月３０日までに文部科学大臣に提出する。 


